
Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
契約は、法律相談センターの契約書を勝手に使用して締結されたものであり、第１項の定款によれば、委任の効力が生じていたとはいえない。委員会はそのことを全く隠蔽した。



Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
弁護士は３月２４日に面談同行をした、という請求者の主張と反する。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
Ｓが預けた事件資料は調停中には返すと言いながら、最後の調停期日が終わるまでまで返さなかったという事実が隠蔽されている。



Kai
直線

Kai
吹き出し
面談同行を約束したという弁護士の主張と反する。

Kai
吹き出し
実際のＳは、相談者に紹介した医師が頚椎検査しかせず、腰椎の検査をしなかったことを知っても、無視していた。

Kai
直線



Kai
直線

Kai
吹き出し
委員会の記載は、「よくみたら預かった事件資料には原本も含まれていた」ということを認めたＳの主張と反する。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
Ｓは相談を欠席し、約束時刻から１時間半後に相談者に電話したと主張していたのであり、委員会の記載は事実と反する。（実際は、５時間後に電話があった）

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
委員会は、相談者が別の弁護士を頼んで交通事故の損害賠償を得た場合、その額からＳの取り分を支払うべきだとか、相談者に対し民事訴訟を起こすというＳの主張や、預け品を返そうとしなかったことが「適切」であるとして、Ｓを擁護した。



Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
Ｓは、ファクス機を下取りに出し、ファックス送受信記録を破棄していたことが、のちに判明。委員会がアドバイスをしていた疑いもある。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
録音でもしない限り存在するわけがない。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
委員会が作文したニセの相談者主張に対する結論。

Kai
直線

Kai
吹き出し
Ｓは、相談者がＨ医師の頚椎診断書をとるのを断ってからも、再びＨ医師に会わせようとして電話をかけて来た。委員会は、そのことを示す電話の録音証拠を、すっかり隠蔽している。



Kai
直線

Kai
吹き出し
委員会は、Ｓの遅刻についての、付添い人の証言を隠蔽した。





Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
委員会は、Ｓにアドバイスをして書証（乙４１）を提出させたうえ、それは懲戒調査のときに作成したニセのメモだったとＳが自白したことを無視し、Ｓを擁護した。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
Ｓがする併合繰上げの申立てに余地があったとしても、その方針を相談者に説明しないまま、相談者が自発的に頚椎障害の診断書をとるよう仕向けていたことは、妥当だとは言えない。



Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
警告（非公開ブログのこと）。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
助言ではなく、「方針の強要」だったといわざるを得ない。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
Ｓのほうは「勝手にやってください」などとメールしてきた。



Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
メールでの苦情は、法的にも「名誉棄損」には当たらないのであり、委員会の結論には根拠がない。明らかにＳを擁護した結論だといわざるを得ない。

Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
再三苦情をしても、対応が全く改善されず、相談者も立腹せざるを得なかったのであり、それをもって「相談者の態度にも一因がある」とするのは、傲慢かつ不当である。



Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
直線

Kai
吹き出し
Ｓが事件資料を返還したのは調停期日が終了してからだったこと、Ｓが恣意的に返すのを遅らせていた疑いがあることを隠蔽し、Ｓを擁護。

Kai
吹き出し
事件資料が返還されないままでは正当な金額交渉は不可能である。委員会は、調停に協力しなかったことによる過去の懲戒事例に反し、Ｓを擁護。

Kai
直線

Kai
直線



Kai
直線

Kai
吹き出し
デジタルデータが容易く流出・拡散するインターネット時代にあって、委員会の考え方は甘いといわざるを得ない。






















